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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プレゼンテーションに関する情報を管理するプレゼンテーションサーバとノート取りデ
バイスとがネットワークを介して接続されるシステムであって、
　前記プレゼンテーションサーバは、
　プレゼンテーション中に１以上の捕捉デバイスにて捕捉したプレゼンテーションに関す
るプレゼンテーション情報をセッションごとに記憶する記憶手段と、
　前記ノート取りデバイスから前記記憶手段に記憶されたプレゼンテーション情報の一部
を要求する情報要求を受信する情報要求受信手段と、
　前記情報要求受信手段にて受信した情報要求に基づいて、前記記憶手段に記憶されたプ
レゼンテーション情報の一部を前記ノート取りデバイスに送信するプレゼンテーション情
報送信手段と
を備え、
　前記ノート取りデバイスは、
　ノート文書を生成する生成手段と、
　前記ノート文書における位置を特定し、前記位置に挿入するために一セッションのプレ
ゼンテーション情報の一部の取得を要求する情報要求を受信する受信手段と
　前記受信手段にて受信した前記情報要求が処理可能か否かを決定する決定手段と、
　前記決定手段にて、前記情報要求が処理可能と判断された場合に、前記情報要求を前記
プレゼンテーションサーバに送信する情報要求送信手段と、
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　前記プレゼンテーションサーバから前記送信した情報要求に対応するプレゼンテーショ
ン情報の一部を受信するプレゼンテーション情報受信手段と、
　前記プレゼンテーション情報受信手段で受信したプレゼンテーション情報の一部を、ユ
ーザが特定したノート文書における位置に挿入する挿入手段と、
を備え、
　前記受信手段は、前記ノート文書における他の位置を特定し、前記他の位置に挿入する
ために前記一セッションとは異なる他のセッションのプレゼンテーション情報の一部の取
得を要求する他の情報要求を受信し、
　前記決定手段は、前記受信手段にて受信した前記他の情報要求が処理可能か否かを決定
し、
　前記情報要求送信手段は、前記決定手段にて、前記他の情報要求が処理可能と判断され
た場合に、前記他の情報要求を前記プレゼンテーションサーバに送信し、
　前記プレゼンテーション情報受信手段は、前記プレゼンテーションサーバから前記送信
した他の情報要求に対応する前記他のセッションのプレゼンテーション情報の一部を受信
し、
　前記挿入手段は、前記プレゼンテーション情報受信手段で受信した前記他のセッション
のプレゼンテーション情報の一部を、ユーザが特定したノート文書における前記他の位置
に挿入する
ことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記ノート取りデバイスは、前記受信手段にて情報要求を受信すると、該情報要求を記
憶する記憶手段をさらに備え、
　前記決定手段は、前記ノート取りデバイスが前記プレゼンテーションサーバと通信可能
か否かを判定して、前記情報要求を処理可能か否かを決定すること、
を特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記ノート取りデバイスは、前記受信手段にて情報要求を受信すると、該情報要求を記
憶する記憶手段をさらに備え、
　前記記憶手段は、前記決定手段にて、前記情報要求が処理不可能と判断された場合に、
該情報要求によって要求されたプレゼンテーション情報の一部を挿入するノート文書及び
該ノート文書における位置をさらに記憶し、
　前記情報要求送信手段は、前記プレゼンテーションサーバとの通信が確立されたことを
検出したときに、前記記憶手段に記憶される情報要求を前記プレゼンテーションサーバに
送信し、
　前記挿入手段は、前記記憶手段に記憶されるノート文書及びノート文書における位置に
、前記プレゼンテーション情報受信手段にて受信したプレゼンテーション情報の一部を挿
入すること、
を特徴とする請求項１又は２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記ノート取りデバイスはさらに、
　前記受信手段にて情報要求を受信すると、該情報要求が生成されたことを示す、前記情
報要求の内容を示すビジュアルマーカーを前記ノート文書における位置に挿入するビジュ
アルマーカー挿入手段
を備えることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記ノート取りデバイスは、前記受信手段にて情報要求を受信すると、該情報要求を記
憶する記憶手段をさらに備え、
　前記記憶手段は、前記決定手段にて前記情報要求が処理不可能と判断された場合に、該
情報要求によって要求されたプレゼンテーション情報の一部を挿入するノート文書及び該
ノート文書における位置をさらに記憶し、
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　前記情報要求送信手段は、ユーザの動作に応じて生成された信号を受信すると、前記プ
レゼンテーションサーバとの通信が可能か否かをチェックし、通信が可能であれば前記情
報要求を前記プレゼンテーションサーバに送信すること、
を特徴とする請求項１乃至４のいずれか１に記載のシステム。
【請求項６】
　プレゼンテーションに関する情報を管理するプレゼンテーションサーバとノート取りデ
バイスとがネットワークを介して接続されるシステムにおける方法であって、
　前記プレゼンテーションサーバにおいて、
　第１の記憶手段が、プレゼンテーション中に１以上の捕捉デバイスにて捕捉したプレゼ
ンテーションに関するプレゼンテーション情報をセッションごとに記憶する第１の記憶段
階と、
　情報要求受信手段が、前記ノート取りデバイスから前記記憶段階で記憶されたプレゼン
テーション情報の一部を要求する情報要求を受信する情報要求受信段階と、
　プレゼンテーション情報送信手段が、前記情報要求受信段階にて受信した情報要求に基
づいて、前記記憶段階で記憶されたプレゼンテーション情報の一部を前記ノート取りデバ
イスに送信するプレゼンテーション情報送信段階と
を含み、
　前記ノート取りデバイスにおいて、
　生成手段がノート文書を生成する生成段階と、
　受信手段が、前記ノート文書における位置を特定し、前記位置に挿入するために一セッ
ションのプレゼンテーション情報の一部の取得を要求する情報要求を受信する受信段階と
、
　決定手段が、前記受信段階にて受信した情報要求が処理可能か否かを決定する決定段階
と、
　情報要求送信手段が、前記決定段階にて、前記情報要求が処理可能と判断された場合に
、前記情報要求を前記プレゼンテーションサーバに送信する情報要求送信段階と、
　プレゼンテーション情報受信手段が、前記プレゼンテーションサーバから前記送信した
情報要求に対応するプレゼンテーション情報の一部を受信するプレゼンテーション情報受
信段階と、
　挿入手段が、前記プレゼンテーション情報受信段階で受信したプレゼンテーション情報
の一部を、ユーザが特定したノート文書における位置に挿入する挿入段階と、
　前記受信手段が、前記ノート文書における他の位置を特定し、前記他の位置に挿入する
ために前記一セッションとは異なる他のセッションのプレゼンテーション情報の一部の取
得を要求する他の情報要求を受信する段階と、
　前記決定手段が、前記受信手段にて受信した前記他の情報要求が処理可能か否かを決定
する段階と、
　前記情報要求送信手段が、前記決定手段にて、前記他の情報要求が処理可能と判断され
た場合に、前記他の情報要求を前記プレゼンテーションサーバに送信する段階と、
　前記プレゼンテーション情報受信手段が、前記プレゼンテーションサーバから前記送信
した他の情報要求に対応する前記他のセッションのプレゼンテーション情報の一部を受信
する段階と、
　前記挿入手段が、前記プレゼンテーション情報受信手段で受信した前記他のセッション
のプレゼンテーション情報の一部を、ユーザが特定したノート文書における前記他の位置
に挿入する段階と
を含むことを特徴とする方法。
【請求項７】
　前記ノート取りデバイスにおいて、第２の記憶手段が、前記受信段階にて情報要求を受
信すると、該情報要求を記憶する第２の記憶段階をさらに備え、
　前記決定段階において、前記ノート取りデバイスが前記プレゼンテーションサーバと通
信可能か否かを判定して、前記情報要求を処理可能か否かを決定すること、
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を特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ノート取りデバイスにおいて、第３の記憶手段が、前記受信段階にて情報要求を受
信すると、該情報要求を記憶する第３の記憶段階をさらに含み、
　前記第３の記憶段階において、前記決定段階にて、前記情報要求が処理不可能と判断さ
れた場合に、該情報要求によって要求されたプレゼンテーション情報の一部を挿入するノ
ート文書及び該ノート文書における位置をさらに記憶し、
　前記情報要求送信段階において、前記プレゼンテーションサーバとの通信が確立された
ことを検出したときに、前記第３の記憶段階で記憶される情報要求を前記プレゼンテーシ
ョンサーバに送信し、
　前記挿入段階において、前記第３の記憶段階で記憶されるノート文書及びノート文書に
おける位置に、前記プレゼンテーション情報受信段階にて受信したプレゼンテーション情
報の一部を挿入すること、
を特徴とする請求項６又は７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ノート取りデバイスにおいて、さらに、
　ビジュアルマーカー挿入手段が、前記受信段階にて情報要求を受信すると、該情報要求
が生成されたことを示す、前記情報要求の内容を示すビジュアルマーカーを前記ノート文
書における位置に挿入するビジュアルマーカー挿入段階
を含むことを特徴とする請求項６乃至８のいずれか１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ノート取りデバイスにおいて、第４の記憶手段が、前記受信段階にて情報要求を受
信すると、該情報要求を記憶する第４の記憶段階をさらに含み、
　前記記憶段階において、前記決定段階にて前記情報要求が処理不可能と判断された場合
に、該情報要求によって要求されたプレゼンテーション情報の一部を挿入するノート文書
及び該ノート文書における位置をさらに記憶し、
　前記情報要求送信段階において、ユーザの動作に応じて生成された信号を受信すると、
前記プレゼンテーションサーバとの通信が可能か否かをチェックし、通信が可能であれば
前記情報要求を前記プレゼンテーションサーバに送信すること、
を特徴とする請求項６乃至９のいずれか１に記載の方法。
【請求項１１】
　コンピュータを、プレゼンテーションに関する情報を管理するプレゼンテーションサー
バとノート取りデバイスとがネットワークを介して接続されるシステムとして動作させる
コンピュータプログラムであって、前記コンピュータを、
　プレゼンテーション中に１以上の捕捉デバイスにて捕捉したプレゼンテーションに関す
るプレゼンテーション情報をセッションごとに記憶する記憶手段と、
　前記ノート取りデバイスから前記記憶手段に記憶されたプレゼンテーション情報の一部
を要求する情報要求を受信する情報要求受信手段と、
　前記情報要求受信手段にて受信した情報要求に基づいて、前記記憶手段に記憶されたプ
レゼンテーション情報の一部を前記ノート取りデバイスに送信するプレゼンテーション情
報送信手段と
を備えるプレゼンテーションサーバとして動作させ、さらに前記コンピュータを、
　ノート文書を生成する生成手段と、
　所定のノート文書における位置を特定し、該ノート文書における位置に挿入するために
一セッションのプレゼンテーション情報の一部の取得を要求する情報要求を受信する受信
手段と
　前記受信手段にて受信した情報要求が処理可能か否かを決定する決定手段と、
　前記決定手段にて、前記情報要求が処理可能と判断された場合に、前記情報要求を前記
プレゼンテーションサーバに送信する情報要求送信手段と、
　前記プレゼンテーションサーバから前記送信した情報要求に対応するプレゼンテーショ
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ン情報の一部を受信するプレゼンテーション情報受信手段と、
　前記プレゼンテーション情報受信手段で受信したプレゼンテーション情報の一部を、ユ
ーザが特定したノート文書における位置に挿入する挿入手段と、
を備えるノート取りデバイスとして動作させ、
　さらに前記コンピュータを、
　前記受信手段として、前記ノート文書における他の位置を特定し、前記他の位置に挿入
するために前記一セッションとは異なる他のセッションのプレゼンテーション情報の一部
の取得を要求する他の情報要求を受信し、
　前記決定手段として、前記受信手段にて受信した前記他の情報要求が処理可能か否かを
決定し、
　前記情報要求送信手段として、前記決定手段にて、前記他の情報要求が処理可能と判断
された場合に、前記他の情報要求を前記プレゼンテーションサーバに送信し、
　前記プレゼンテーション情報受信手段として、前記プレゼンテーションサーバから前記
送信した他の情報要求に対応する前記他のセッションのプレゼンテーション情報の一部を
受信し、
　前記挿入手段として、前記プレゼンテーション情報受信手段で受信した前記他のセッシ
ョンのプレゼンテーション情報の一部を、ユーザが特定したノート文書における前記他の
位置に挿入するように動作させる
ことを特徴とするコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はノート取りシステムに関し、特に多様なタイプの情報が記録される環境におい
てユーザがノート取りをよりよくできるようにする技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ミーティング、講義、その他プレゼンテーションの間に情報を捕捉して記録する
いろいろな技術が開発されてきた。例えば、プレゼンテーションの間に、プロジェクショ
ンデバイスに（例えば、パワーポイントのプレゼンテーションから）スライドやビデオク
リップを映し、プレゼンターがそのスライドやビデオクリップに関する情報を説明する。
ミーティングの参加者も質問をしプレゼンターと議論してもよい。プレゼンターはプレゼ
ンテーションの間にホワイトボードに何か書いてもよい。このような環境において、プレ
ゼンテーションの間にマルチメディア情報出力を記録するために１以上の情報捕捉デバイ
スを設けてもよい。例えば、ビデオカメラを使って、プロジェクションデバイスに映され
たスライドやビデオクリップを記録してもよいし、プレゼンテーションの実際のシーンを
記録してもよい。マイクロホンのようなオーディオデバイスを用いて、プレゼンターやミ
ーティングの参加者が発言したオーディオ情報を捕捉して記録してもよい。また、ホワイ
トボード記録デバイスを用いて、ホワイトボードに書かれた情報を捕捉して記録してもよ
い。その他多様なタイプのデバイスを用いて、プレゼンテーション中に他のタイプの情報
出力を記録してもよい。
【０００３】
　様々な捕捉デバイスにより捕捉して記録された記録情報は、通常、記憶装置に記憶され
、プレゼンテーションの後にユーザによってアクセスされまたは利用される。例えば、ミ
ーティングに参加できなかったユーザは、その記録情報にアクセスでき、情報を再生する
ことができる。このように、アーカイブされた情報はミーティング後に利用可能である。
【０００４】
　プレゼンテーションの間、その参加者は、通常、ノートを取ることによりプレゼンテー
ションされた情報を捕捉して記録する。プレゼンテーション中のノート取りには、従来は
紙と鉛筆／ペンを使用していたが、現在はますます多くのユーザがラップトップ、パーソ
ナルデジタルアシスタント（PDA）、タブレットPC等の捕捉デバイスを使用している。し
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かし、これらのデバイスを使っても、プレゼンテーション中に出力される様々なタイプの
情報（例えば、オーディオ情報、スライド、ビデオ情報）をノートを取る者が捕捉して記
録することは、通常、極めて困難である。プレゼンテーション中に情報を記録していても
、そのプレゼンテーションが終了するまで、ノートを取る者はその記録情報にアクセスす
ることができない。したがって、プレゼンテーションが進行中には、ノートを取るものは
その記録情報を利用することができない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって、ユーザのノートを取りを改善する技術が求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の実施形態は、ユーザのノート取りを改善する。ユーザは、プレゼンテーション
のノートを取っている間に、そのプレゼンテーション中に記録された情報の１以上の部分
を自分のノート文書に挿入することを要求することができる。即座に処理できないユーザ
の情報要求は、後で処理するためにノート文書に記憶またはキャッシュされる。これらの
キャッシュされた要求は後で処理され、要求された情報がユーザのノート文書に挿入され
る。
【０００７】
　本発明の一実施形態によると、第１のプレゼンテーション中に１以上の捕捉デバイスに
より捕捉された第１の情報を有する記憶された情報の一部を要求する要求に応答するよう
に構成されたサーバと、ノート文書に前記第１のプレゼンテーション中にノートを取るた
めのノート取りデバイスとを有する環境においてノートを取る技術が提供される。第１の
情報の第１の部分を前記ノート文書の第１の位置に挿入する第１の要求が、第１のプレゼ
ンテーション中に前記ノート取りデバイスで受信される。前記第１の要求が処理可能であ
るかどうかの決定がなされる。前記第１の要求が処理可能でないと決定されたとき、その
要求が前記ノート文書に記憶される。
【０００８】
　本発明の一実施形態によると、前記第１の要求が前記ノート文書に記憶された後、前記
ノート取りデバイスが前記サーバと通信可能であるかどうかの決定がなされる。前記ノー
ト取りデバイスが前記サーバと通信可能であると決定されると、前記第１の要求が処理さ
れる。一実施形態において、前記第１の情報の前記第１の部分は、前記第１の位置におい
て前記ノート文書に挿入される。
【０００９】
　添付した図面を参照して以下の詳細な説明を読めば、本発明の前記その他の特徴、実施
形態、有利性はより明らかとなるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下の記載において、説明の目的で、本発明を完全に理解してもらうために、具体的詳
細を説明した。しかし、本発明は、これらの具体的詳細が無くとも実施可能であることは
明らかである。
【００１１】
　図１は、本発明の一実施形態を組み込むことができるシステム１００を示す簡略化した
ブロック図である。図１に示したシステム１００は、本発明を組み込んだ一実施形態を単
に例示するものであり、請求項に記載した本発明の範囲を限定するものではない。当業者
には、この他のバリエーション、変更、代替があることが分かるであろう。
【００１２】
　図１に示したように、システム１００は、プレゼンテーション中に情報を捕捉して記録
するように構成された１以上の情報捕捉デバイス１０２を含む。本出願の目的ために、「
プレゼンテーション」は、情報が提示または出力されるいかなるイベントまたは時間をも
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指すことを意図されている。プレゼンテーションの例として、ミーティング、レクチャー
、ディスカッション、クラス、カンファレンス、スピーチ、デモンストレーション、以前
記録された情報の再生等がある。プレゼンテーションは必ずしも連続したものである必要
はなく、不連続な期間にまたがっていてもよい。例えば、プレゼンテーションは何日かに
またがっていてもよいし、他のイベントが間に入っていてもよい。
【００１３】
　本出願の目的のために、「情報捕捉デバイス」は、１以上のタイプの情報を捕捉または
記録するように構成されたいかなるデバイス、システム、装置をも指すように意図されて
いる。オーディオ情報、ビデオ情報、スライドまたは画像、ホワイトボード情報、テキス
ト情報（例えば、ユーザによるコメント）等の異なる様々なタイプまたはストリームの情
報がプレゼンテーション中に出力され、情報捕捉デバイス１０２により捕捉されてもよい
。情報捕捉デバイス１０２の例としては、マイクロホン、ビデオカメラ、アナログまたは
デジタル写真カメラ、スキャナ、スクリーンキャプチャデバイス（例えば、ホワイトボー
ドに書かれた情報を捕捉するように構成されたデバイス）、プレゼンテーションレコーダ
等がある。情報捕捉デバイス１０２は、情報が捕捉されたとき、一時的情報を捕捉するよ
うに構成されていてもよい。
【００１４】
　プレゼンテーションレコーダは、例えば、パワーポイントアプリケーションを実行し*.
pptファイルからスライドを表示するコンピュータ等の情報ソースからの情報のストリー
ムを利用して捕捉することによって、プレゼンテーション中に提示された情報を捕捉する
ことができるデバイスである。プレゼンテーションレコーダは、コンピュータのビデオ出
力を利用して、表示されたスライドのビデオキーフレーム間で大きな差異が検出されるた
びにキーフレームを捕捉するように構成されていてもよい。プレゼンテーションレコーダ
は、オーディオ情報、ビデオ情報、スライド情報ストリーム等の他のタイプの情報を捕捉
するように構成されていてもよい。捕捉時刻を示すタイムスタンプがプレゼンテーション
レコーダにより記憶されてもよい。その情報がいつ出力または捕捉されたかを示す一時的
情報を用いて、捕捉された異なるタイプの情報ストリームを同期させてもよい。プレゼン
テーションレコーダの例としては、プレゼンテーション中に各スライドについてスライド
と経過時間とを記録可能とするスクリーンキャプチャソフトウェアアプリケーションがあ
る。プレゼンテーションレコーダの例は以下の文献に記載されている：米国特許出願No.0
9/728,560、2000年11月30日出願（Attorney　Docket　No.　15358-006210US）；米国特許
出願No.09/728,453、2000年11月30日出願（Attorney　Docket　No.　15358-006220US）；
米国特許出願No.09/521,252、2000年3月8日出願（Attorney　Docket　No.　15358-006300
US）。すべての目的のために、これらの文献の内容はここに参照により援用されている。
【００１５】
　図１に示した実施形態において、情報捕捉デバイス１０２により記録された情報は、サ
ーバ１０４（「プレゼンテーションサーバ１０４」）に送られ、キャッシュおよび維持さ
れる。その情報は、連続ストリームとして、またはバーストで、プレゼンテーションサー
バ１０４に送られてもよい。記録情報は、スライド、画像、オーディオセグメント（例え
ば、ＭＰ３オーディオセグメント）、ビデオクリップまたはセグメント、ホワイトボード
情報セグメント、テキスト情報等の様々なタイプの情報のストリームを含んでもよい。
【００１６】
　プレゼンテーションサーバ１０４は、プレゼンテーションサーバ１０４に（ローカルに
またはネットワークを介して）アクセス可能なメモリ位置に、情報捕捉デバイス１０２か
ら受信した情報を記憶してもよい。一実施形態において、記憶された情報へのアクセスを
調整するように構成されている。例えば、プレゼンテーションサーバ１０４は、記録され
た情報の一部を要求する要求に応答するように構成されている。
【００１７】
　本発明の一実施形態において、記録された情報は、「セッション」１０６に組織化され
てもよい。本出願の目的のために、「セッション」は記録情報の集まりである。例えば、
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セッションは、一定の期間に情報捕捉デバイス１０２により捕捉された情報ストリームに
対応してもよい。例えば、第１のプレゼンテーション（例えば、1:00pmから2:00pmのミー
ティング）中に記録された情報は第１のセッションとして記憶され、第２のプレゼンテー
ション（例えば、3:00pmから5:00pmのミーティング）中に記録された情報は他のセッショ
ンとして記憶される。異なる期間や異なるプレゼンテーションのわたって記録された情報
が１つのセッションとして記憶されてもよい。例えば、一連のレクチャー野間に捕捉され
た情報は、単一のセッションとして記憶されてもよい。プレゼンテーションサーバ１０４
は、様々なセッション情報へのアクセスを制御するように構成される。
【００１８】
　図１に示した実施例において、ユーザはノートを取るためにコンピューティングデバイ
ス１０８（「ノート取りデバイス１０８」）を用いる。ノートにはユーザにより入力され
たテキスト、図等が含まれてもよい。本発明の一実施形態によると、ノートには記録情報
（例えば、マルチメディアストリームまたはオブジェクト）の一部を含んでもよい。ノー
ト取りデバイス１０８の例としては、パーソナルコンピュータ、ポータブルまたはラップ
トップコンピュータ、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、タブレットＰＣ等が
ある。ユーザまたはノートを取る者は、ノート取りデバイス１０８上で実行しているアプ
リケーション（「コンポージングアプリケーション１１０」）１１０を用いて、そのコン
ポージングアプリケーション１１０により生成された文書１１２（「ノート文書」）にノ
ートを取ることができる。コンポージングアプリケーション１１０に例としては、マイク
ロソフトワード（商標）、マイクロソフトエクセル（商標）、ワードパーフェクト（商標
）、テキストエディタ（例えば、TextEdit、WinEditなど）その他がある。文書を生成し
て開き、情報を書きこむことができるいかなるアプリケーションもコンポージングアプリ
ケーションとして分類することができる。例えば、ユーザは、ノート取りデバイス１０８
上で実行しているマイクロソフトワード（商標）を用いて、文書１１２を開き、その文書
にノートを取ってもよい。ノート文書１１２はノート取りデバイス１０８上に記憶されて
もよい。
【００１９】
　本発明の一実施形態によると、プレゼンテーション中にノートを取りながら、プレゼン
テーションの間に捕捉デバイス１０２により記録された情報の一部がユーザのノートに組
み込みまたは挿入されることを、そのユーザは明記することができる。その情報の一部は
、スライドまたはその他の画像、オーディオセグメント、ビデオセグメント、テキストセ
グメント（例えば、ユーザによるテキストノート）に対応してもよい。情報の一部は、情
報捕捉デバイス１０２により捕捉された情報に含まれたマルチメディアオブジェクトに対
応していてもよい。例えば、ユーザは以下のように要求してもよい：プロジェクションデ
バイスに現在映されているスライドをユーザのノートの特定の場所に挿入する；記録され
たオーディオ情報の最後の5分間分を有するオーディオセグメントをユーザのノートに挿
入する；現在映されているビデオクリップをユーザのノートに挿入する等である。よって
、本発明の実施形態により、ユーザは、プレゼンテーション中に記録された情報またはそ
の一部をそのプレゼンテーションが進行している間に自分のノートに組み込むことを可能
とする。プレゼンテーション中に捕捉された様々なタイプの記録情報をユーザのノートに
組み込むことができる。ユーザが自分のノートにそのような情報をどのように組み込むか
については、下で詳しく説明する。
【００２０】
　ノートに情報を挿入するユーザの要求を処理できるか否かは、一般に、ノート取りデバ
イス１０８がプレゼンテーションサーバ１０４と通信し、プレゼンテーションサーバ１０
４の要求された情報を受信できるかどうかに依存する。ノート取りデバイス１０８は、プ
レゼンテーションサーバ１０４に通信可能（すなわち、プレゼンテーションサーバ１０４
と通信できる）に結合されていてもいなくてもよい。ノート取りデバイス１０８とプレゼ
ンテーションサーバ１０４が接続されていてもいなくてもよいということは、図１に示し
た点線１１４により示されている。例えば、ユーザがノート取りデバイス１０８を用いて
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ノートを取っているとき、そのノート取りデバイス１０８はプレゼンテーション中に（ま
たは後に）プレゼンテーションサーバ１０４に接続されていてもいなくてもよい。状況に
よるとノート取りデバイス１０８とプレゼンテーションサーバ１０４の間の接続は、（例
えば、弱いワイヤレス接続のように）プレゼンテーション中につながったり切れたりして
もよい。
【００２１】
　ノート取りデバイス１０８がプレゼンテーションサーバ１０４に接続されているとき、
そのノート取りデバイス１０８は、プレゼンテーション中に情報捕捉デバイス１０２によ
り記録されプレゼンテーションサーバ１０４に贈られた情報にアクセスすることができる
。ノート取りデバイス１０８は、プレゼンテーションサーバ１０４に接続されていないと
き、捕捉された情報にアクセスできなくともよい。本発明の技術によると、ユーザが（ノ
ートに挿入されるべき捕捉された情報の一部を特定することを含め）ノートを取る能力は
、ノート取りデバイス１０８がプレゼンテーションサーバ１０４に通信可能に結合されて
いるか否かにはよらない（すなわち、ノート取りデバイス１０８が捕捉された情報にアク
セスできるか否かにはよらない）。
【００２２】
　本発明の一実施形態によると、ノート取りデバイス１０８がプレゼンテーションサーバ
１０４と通信可能であるとき、ユーザのノートに組み込むべき記録情報の一部に対するユ
ーザ要求がノート取りデバイス１０８からプレゼンテーションサーバ１０４に通信される
。プレゼンテーションサーバ１０４から受信された要求された情報の一部は、ユーザノー
トのユーザにより特定された位置に組み込まれる。このようにして、プレゼンテーション
中に記録された情報の一部は、そのプレゼンテーション中にユーザのノートに挿入可能で
ある。
【００２３】
　本発明の一実施形態によると、ノート取りデバイス１０８がプレゼンテーションサーバ
１０４と通信できないとき、記録された情報の一部をユーザのノートに組み込むユーザ要
求は、そのユーザが作成しているノートにキャッシュ（または記憶）される。その要求さ
れた情報部分を格納すべきノート文書内の位置を特定する情報も、ノート文書内にキャッ
シュされてもよい。見ることができる（ビジブル）プレースホルダまたはマーカが、その
ノート文書の要求された情報が挿入されるべき位置に置かれてもよい。そのプレースホル
ダまたはマーカは要求された情報に関するコンテクスト情報（例えば、特定のセッション
からのスライド番号）を示していてもよい。したがって、ユーザは、情報を要求したとき
に、記録された情報にアクセスする必要はない。
【００２４】
　ノート文書にキャッシュされた情報要求は後で処理される。例えば、プレゼンテーショ
ンサーバ１０４との通信が確立されたことをノート取りデバイス１０８が検出したとき、
そのキャッシュされた要求は自動的に処理されてもよい。プレゼンテーションサーバ１０
４との通信が確立されたかどうかをノート取りデバイス１０８が定期的にチェックしても
よい。ユーザの動作（例えば、ユーザがそのノート文書を開いたときや、明示的に通信チ
ェックを要求したとき）に応じて生成された信号を受信したとき、または自動的に送信さ
れる信号（例えば、タイマーにより生成された信号や、ノート文書に関する何らかのイベ
ントに応じて生成された信号）に応じて、通信が確立されたかどうかを決定するチェック
を行ってもよい。
【００２５】
　上で説明したように、情報捕捉デバイス１０２により記録されプレゼンテーションサー
バに送られた情報は、セッションに記憶され組織化されてもよい。本発明の一実施形態に
よると、記録された情報へのユーザのアクセスはセッションごとに調整される。本実施形
態において、ユーザまたはノートを取る者は、セッションからの情報にアクセスする権限
を有しているときにのみ、そのセッションに記憶された情報を要求することができる。そ
の結果、本実施形態においては、セッションからの記録された情報を要求する前に、ユー
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ザはそのセッションに関する権限を確保しなければならない。
【００２６】
　図１に示した実施形態において、授権デバイス１１６、プレゼンテーションサーバ１０
４、およびノート取りデバイス１０８上で動作する授権モジュール１１８が授権動作を行
う。本実施形態において、授権モジュール１１８と授権デバイス１１６を用いてログイン
することにより、ユーザは権限を得る。授権モジュール１１８はコンポージングアプリケ
ーション１１０とは独立である。
【００２７】
　本発明の一実施形態によると、授権モジュール１１８がユーザのノート取りデバイス１
０８から授権デバイス１１６にログイン情報を通信するとき、授権プロセスが開始される
。その授権デバイス１１６はプレゼンテーションサーバ１０４にその情報を通信する。ロ
グイン情報には、ユーザ名情報、ノート取りデバイス１０８のIPアドレス、ノート取りデ
バイス１０８のクロック情報、その他授権に用いる情報を含んでもよい。
【００２８】
　授権情報を授権デバイス１１６に通信することによりプレゼンテーションサーバ１０４
は応答する。プレゼンテーションサーバ１０４はその情報をノート取りデバイス１０８に
通信する。本発明の一実施形態によると、授権情報にはそのユーザに権限が与えられたセ
ッションを特定するセッション識別子を有する。例えば、そのセッション識別子は、ユー
ザがプレゼンテーションに参加しているとき、そのプレゼンテーションについて記録され
たセッション記憶情報を特定するものであってもよい。プレゼンテーションサーバ１０４
は、その他の情報、例えばログインキー等の情報や、ノート取りデバイス１０８がプレゼ
ンテーションサーバ１０４と通信するために用いることができるプレゼンテーションサー
バのホストIPアドレス等の情報を授権情報の一部として通信してもよい。プレゼンテーシ
ョンサーバ１０４は、ファイルシステム保護と同様に、セッションのアクセスレベルに応
じて授権のストラテジを実施するように構成されていてもよい。本発明の一実施形態によ
ると、セッションがプレイベートであると宣言されたとき、パスワードで保護されたユー
ザのみがそのセッションの情報にアクセスする権限を有する。会議登録プロセスやその他
の既知のプロセスにより事前に、これらのパスワードで保護されたユーザアカウントが生
成されてもよい。あるいは、プレゼンテーション中に赤外線を用いた授権デバイスを通じ
て授権要求が受信されたときは、動的にログインアカウントを生成してもよい。セッショ
ンがパブリックであると宣言されたときは、授権要求があれば権限が与えられる。
【００２９】
　ユーザは複数のセッションへの権限を得ることもできる。例えば、現在出席しているプ
レゼンテーションの記録情報を記憶しているセッションに加えて、ユーザは以前他の３つ
のプレゼンテーションに参加しており、その３つのプレゼンテーションの記録情報を記憶
したセッションへの権限を取得しているかもしれない。異なるセッションを特定するため
に、異なるセッション識別子が使用されてもよい。プレゼンテーションサーバ１０４は、
各ユーザの権限を有する（授権された）セッション識別子のリストを記憶していてもよい
。ログイン・授権プロセスの状態はノート取りデバイス１０８を用いてそのユーザに出力
されてもよい。
【００３０】
　本発明の一実施形態によると、授権プロセスを達成するために赤外線（IR）技術を用い
てもよい。例えば、授権デバイス１１６はIRレシーバ／トランスミッタであってもよく、
授権モジュール１１８はIRレシーバと通信するように構成されたIRモジュールであっても
よい。このような一実施形態において、ノート取りデバイス１０８が起動されたとき（例
えば、ラップトップがブートアップされたとき）、IRモジュール１１８は自動的に起動す
るように構成されていてもよい。IRモジュール１１８はノート取りデバイス１０８上のIR
ポートをモニターし、授権デバイスの範囲内に来たとき、IR授権デバイス１１６にプロト
コル情報を送るように構成されている。例えば、一実施形態において、IRモジュール１１
８を有するノート取りデバイス１０８は、IR授権デバイス１１６の範囲内に来たとき、ユ
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ーザ名情報、ノート取りデバイスのIPアドレス、クロック情報を授権デバイス１１６に送
る。次に、ノート取りデバイス１０８は、授権デバイス１１６からセッション識別子とそ
の他の情報（例えば、ログインキー、プレゼンテーションサーバのIPアドレス）を受信す
る。一実施形態において、IR授権モジュール１１８はVC++（VisualC++）を用いて実装さ
れ、IR通信はIRソケットに基づく。
【００３１】
　上で述べたとおり、ログイン／授権プロセスの状態は、ノート取りデバイス１０８を使
用するユーザに出力されてもよい。例えば、IR授権デバイス１１６が通信可能範囲にある
ことを検出することにより、授権モジュール１１８が自動的に起動された場合、ログイン
／授権プロセスの成功または失敗を示すメッセージがノート取りデバイス１０８上に表示
されてもよい。聴覚的信号（例えば、ベル音）をログインと授権の状態を示すために用い
てもよい。
【００３２】
　IR技術を用いて、ユーザのノート取りデバイス１０８が物理的に近くにあれば、授権お
よびログインプロセスが開始されるようにしてもよい。例えば、会議室の便利な場所に１
以上のIR授権デバイス１１６を設置してもよい。その会議室をプレゼンテーションに用い
るとき、プレゼンテーションの参加者はIR授権デバイス１１６の範囲内に自分のノート取
りデバイスを持ってくることにより、そのプレゼンテーションで記録された情報に自動的
にログインし、アクセスすることができてもよい。
【００３３】
　他の実施例において、テーブルを用いてミーティングをする環境にあっては、そのテー
ブル上にIR授権デバイス１１６を置いてもよい。ミーティングの参加者がテーブルにつき
、ノート取りデバイス１０８を起動すると、そのノート取りデバイス１０８がIR授権デバ
イス１１６の範囲内にあれば、自動的にログインされる。このように、本発明の教示によ
ると、情報の記録とノート取りを容易にする「インテリジェントな」環境を作ることがで
きる。
【００３４】
　IR技術以外にも他の様々な技術をログインおよび授権プロセスを達成するために用いて
もよい。例えば、ログインと授権のためのウェブページをユーザに提供してもよい。
【００３５】
　図２は、本発明の一実施形態による、ユーザのノート文書に記録された情報を挿入する
要求を処理する方法を示す、簡略化されたハイレベルのフローチャート２００である。図
２に示した方法は、ノート取りデバイス１０８、そのノート取りデバイス１０８のハード
ウェアモジュール、またはこれらの組み合わせにより実行されるソフトウェアモジュール
により実行されてもよい。図２に示したフローチャート２００は、本発明の一実施形態を
例示するだけのものであり、本発明の範囲を限定することを意図したものではない。他の
バリエーション、変更、代替も本発明の範囲に含まれる。
【００３６】
　図２に示したように、ステップ２０２において、セッションに記録され記憶された情報
の一部をユーザのノートに挿入する要求をプレゼンテーション中に受信したとき、処理が
開始される。その要求には、例えばスライドやその他の画像、オーディオセグメント、ビ
デオセグメント、テキストセグメント等の情報のタイプが特定されていてもよい。複数タ
イプの情報（例えば、オーディオクリップ付きのスライド）が単一の要求で要求されても
よい。その要求は、ノートを取る者のノート文書内の、要求された情報が挿入されるべき
特定の一が特定されていてもよい。その要求は、情報が要求されたセッションを特定する
セッション識別子を特定する情報を含んでもよい。セッション識別子は、進行中のプレゼ
ンテーションの情報を記録するセッションや、そのユーザが権限を取得した以前のプレゼ
ンテーションから記録された情報を記憶する他のいかなるセッションでも特定することが
できる。本発明の一実施形態において、ステップ２０２で受信された各情報要求にはユニ
ークな要求識別子が付与される。
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【００３７】
　ノート取りデバイス１０８がプレゼンテーションサーバ１０４に通信可能に結合されて
いるか否かにかかわらず、ステップ２０２の情報要求はいつ受信されてもよい。したがっ
て、要求された情報がノート取りデバイス１０８にアクセス可能かどうかに係らず、ノー
トを取っている間に、ユーザはその情報を要求することができる。
【００３８】
　ノートを取る者は、要求を構成するために様々な技術を用いてもよい。一実施形態にお
いて、ユーザのノートに組み込まれるべき情報をユーザが特定可能とするユーザインター
フェイスがノート取りデバイス１０８上に表示されてもよい。挿入すべき情報を特定する
ためのユーザインターフェイスが、ノートを取るために用いられるコンポージングアプリ
ケーション１１０により提供されるユーザインターフェイスと統合されていてもよい。例
えば、マイクロソフトワード（商標）等のコンポージングアプリケーション１１０のユー
ザインターフェイスを、ユーザのノートに挿入すべき記録情報の一部を要求する要求をユ
ーザが構成可能とするオプション（例えば、ボタン、メニュー等）を提供するようにカス
タマイズしてもよい。そのような一実施形態をさらに詳しく下で説明する。
【００３９】
　１つの技術によると、ユーザのノートに挿入すべき情報は、そのユーザが要求をして情
報のタイプを選択した時に基づいてもよい。この実施形態において、ユーザが自分のノー
トに組み込むべき記録情報のタイプ（例えば、スライド、オーディオセグメント）を選択
可能とするユーザ選択可能オプション（例えば、ボタン、メニュー等）が提供されてもよ
い。本実施形態において、選択がなされた時間とともに選択された情報とセッション識別
子が情報要求を形成する。本発明の一実施形態によると、そのオプションが選択されたと
きの、ノート文書内のカーソルの位置は要求された情報をおくべきノート文書内の位置を
示す。例えば、スライド、オーディオ、ビデオ、テキスト等の情報タイプにそれぞれ対応
する複数のボタンが表示されてもよい。現在表示されているスライドをユーザのノートに
挿入したいとき、そのユーザはそのスライドを挿入したいノート文書中の位置にカーソル
を動かし、「スライド」ボタンを選択する。これにより、現在表示されているスライド（
すなわち、ユーザが「スライド」ボタンを選択したときに表示されていたスライド）をユ
ーザノートのカーソル位置に挿入するよう要求する情報要求が生成される。ユーザは他の
タイプの情報に対応する他のボタンを選択して、その特定のタイプの情報の一部を挿入す
る要求を構成することができる。例えば、ユーザが「オーディオ」ボタンを選択したとき
、オーディオ情報の要求が生成される。要求されたオーディオ情報の量は、その要求がさ
れたときの時間に依存する。一実施形態において、選択された時間（例えば、選択前の１
分間）に関して所定のユーザ構成可能時間バッファを用いて、組み込むべきオーディオ情
報の量を特定してもよい。他の実施形態において、ユーザは、そのノートに挿入すべきオ
ーディオ情報の時間長さを特定できる。
【００４０】
　他の技術によると、ユーザは、そのノートに組み込むべき情報を具体的に特定すること
もできる。例えば、ノートに挿入すべきスライド（以前、プレゼンテーション中に表示さ
れたものであってもよい）を特定するスライド番号を特定してもよい。同様に、ユーザは
他のタイプの記録された情報（例えば、プレゼンテーションの最初の５分間で映されたビ
デオクリップや、プレゼンテーション中に特定の話者により話されたオーディオ情報）の
一部を特定し、ユーザのノートに組み込んでもよい。
【００４１】
　前に説明したように、本発明の一部の実施形態においては、ユーザは複数のセッション
からの情報にアクセスする権限を有していてもよい。例えば、現在記録されているセッシ
ョンに加え、ユーザは他の以前記録されたセッションからの情報にアクセスする権限を有
していてもよい。上記の実施形態において、ユーザは現在のプレゼンテーションに対応す
るセッションからのみならず、他のセッションからも情報を要求する要求を構成すること
ができる。各要求にあたって、ユーザは情報が要求されているセッションを（例えば、セ
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ッション識別子を用いて）特定してもよい。
【００４２】
　ステップ２０４において、ステップ２０２で受信した情報要求が処理可能かどうか決定
される。ノート取りデバイス１０８に要求された情報がアクセス可能であるとき、要求を
処理することができる。要求された情報は、プレゼンテーションサーバ１０４を解してア
クセス可能であってもよいし、状況によっては、ローカルで（すなわち、要求された情報
がノート取りデバイス１０８にローカルにキャッシュされているとき）アクセス可能であ
ってもよい。要求された情報がアクセス可能でないとき、要求は処理できない。
【００４３】
　したがって、ほとんどの状況において、ノートに情報を挿入するユーザの要求が処理可
能か否かは、一般的に、ノート取りデバイス１０８がプレゼンテーションサーバ１０４と
通信可能であり、プレゼンテーションサーバ１０４から要求された情報を受信できるかど
うかに依存する。一実施形態において、ノート取りデバイス１０８がプレゼンテーション
サーバ１０４と通信可能であるとき、要求を処理することができる。したがって、ステッ
プ２０４において、ノート取りデバイス１０８とプレゼンテーションサーバ１０４とが互
いに通信可能であるかを調べるチェックを行う。ノート取りデバイス１０８とプレゼンテ
ーションサーバ１０４が互いに通信可能であると決定されたとき、要求は処理可能である
とみなされ、ステップ２０６に進む。ノート取りデバイス１０８とプレゼンテーションサ
ーバ１０４が互いに通信できないと決定されたとき、要求は処理不能とみなされ、ステッ
プ２１４に進む。
【００４４】
　状況によっては、ノート取りデバイス１０８とプレゼンテーションサーバ１０４が相互
に通信可能であっても、ステップ２０２で受信された情報要求が処理不能であるとステッ
プ２０４において決定されることもある。例えば、要求された情報はまだ入手可能でない
かもしれない。このような状況においては、ステップ２１４に進む。
【００４５】
　ステップ２０６において、情報要求に基づき情報クエリが作成される。本発明の一実施
形態によると、情報クエリは、情報が要求されるセッションを識別するセッション識別子
と、授権プロセス中に受信したログインキーと、要求された情報を識別する情報とを有す
る。ステップ２０６で作成されたクエリは、ステップ２０８においてプレゼンテーション
サーバ１０４に通信される。
【００４６】
　ノート取りデバイス１０８からクエリを受信すると、プレゼンテーションサーバ１０４
は、ユーザが要求された情報にアクセスする権限を有しているかどうか決定する。要求さ
れた情報が、ユーザがアクセスする権限を有していないセッションの一部であるとき、ク
エリは処理されない。ユーザが権限を有しているときは、プレゼンテーションサーバ１０
４は要求された情報を決定し、その要求された情報を情報要求のソースであるノート取り
デバイスに通信する。したがって、ステップ２１０において、ノート取りデバイス１０８
はプレゼンテーションサーバ１０４から要求された情報を受信する。ステップ２１２にお
いて、ステップ２１０で受信された要求された情報は、ユーザが特定した位置においてノ
ート文書に挿入される。これにより、ステップ２０２で受信した要求の処理が終了する。
【００４７】
　前に示したように、記録された情報の異なる様々なタイプ（例えば、スライド、画像、
テキスト、オーディオ情報、ビデオ情報）が要求されユーザのノート文書に挿入されても
よい。本発明の一実施形態によると、オーディオ情報がノート文書に挿入されたとき、そ
の情報が挿入されたノート文書に小さなアイコンが置かれる。オーディオアイコンをクリ
ックすることにより、好ましいプレーヤを用いて再生するため、挿入されたオーディオク
リップが自動的に開かれる。
【００４８】
　本発明の一実施形態によると、挿入されたデータはノート文書に実際に埋め込まれる。
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これはデータへのリンクを提供するハイパーリンクとは非常に異なる。結果として、文書
上で普通に実行可能な様々な操作を、ノート文書に行ない得る。例えば、文書をコピーし
たり配布したりすることができる。一実施形態において、セッション情報にアクセス権限
は文書とは別に記憶される。それゆえ、セッション全体へのアクセスをさせなくても選択
的にデータを配布することができる。ユーザはノートを取って、異なるプレゼンテーショ
ンから記録された情報の一部を単一の文書に含めることができることに注意すべきである
。
【００４９】
　ステップ２０２で受信された要求がその時に処理できないとステップ２０４において決
定されたとき、ステップ２１４において、その要求は後で処理するためにノート文書中に
記憶またはキャッシュされる。複数の未処理情報要求がノート文書にキャッシュされても
よい。一実施形態において、キャッシュされた各要求は、ノート文書に関連したプロパテ
ィとして記憶される。例えば、その要求は文書のカスタムプロパティ（例えば、マイクロ
ソフトワード（商標）文書に関連した「カスタム文書プロパティ」）として記憶されても
よい。キャッシュされた各要求にはユニークな識別子、例えば、＃をユニークな要求識別
子として「mrRequest＃」が割り当てられてもよい。ノート文書内でキャッシュされた要
求識別子のユニーク性は保存される。キャッシュされた各要求について、要求に関連した
データタイプ、要求時間、その他の要求に関連した付加情報が記憶されてもよい。
【００５０】
　要求された情報が挿入されるべきノート文書中の位置を識別する情報は、ステップ２１
６においてノート文書にキャッシュされてもよい。一実施形態において、その位置はノー
ト文書中のブックマークとしてキャッシュされてもよい。本発明の一実施形態によると、
ビジブルマークまたはキューがキャッシュされた要求により要求された情報が挿入される
べきノート文書に置かれる。ビジブルマークは、その位置に未処理の要求に対応する情報
が挿入されるべきことのユーザへのリマインダとして機能する。ビジブルマークは要求さ
れた情報を識別する情報を提供してもよい。
【００５１】
　ステップ２１８に示したように、ノート文書にキャッシュされた情報要求は、後で処理
される。例えば、キャッシュされた要求は、ノート取りデバイス１０８がプレゼンテーシ
ョンサーバ１０４との通信が確立されたことを検出したときに、自動的に処理されてもよ
い。一実施形態において、ノート取りデバイス１０８は、通信が確立されたときにキャッ
シュされた要求を自動的に処理するために、そのノート取りデバイス１０８とプレゼンテ
ーションサーバ１０４の間の通信を定期的にチェックするように構成されていてもよい。
【００５２】
　他の実施形態において、ノート取りデバイス１０８は、様々なきっかけによりキャッシ
ュされた要求を処理することを試みる。例えば、ユーザの動作（例えば、ユーザがノート
文書を開いたり、明示的に通信のチェックを要求したりする）に応じて生成された信号を
受信したとき、処理が試みられてもよい。その信号は自動的に、例えば、定期的にタイマ
ーにより、あるいはノート文書に関係するイベントに応じて生成されてもよい。ノート取
りデバイス１０８は、その信号を受信すると、自分とプレゼンテーションサーバ１０４の
間の通信をチェックし、通信が可能であればキャッシュされた要求を処理するように構成
されていてもよい。
【００５３】
　ステップ２１８においてキャッシュされた要求が処理されたとき、ステップ２０６、２
０８、２１０、２１２において実行された処理がキャッシュされた要求について実行され
る。要求が処理された後、処理された要求はキャッシュから削除される。
【００５４】
　処理の結果としてエラーが発生したとき、その要求もキャッシュから削除され、要求さ
れた情報が挿入されたであろう位置にエラーメッセージが挿入される。一実施形態におい
て、権限を与えられていないセッションからの情報をユーザが要求したとき、またはプレ
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ゼンテーションが捕捉されていないときにユーザがスライドを要求したときに、エラーが
発生してもよい。エラーは多数の方法で検出することができる。一実施形態において、要
求処理の結果としてプレゼンテーションサーバ１０４から明示的エラー信号を受信したと
き、ノート取りデバイス１０８はプロセスエラーを検出する。
【００５５】
　マイクロソフトワード（商標）に関係する実施形態
　本セクションでは、本発明の教示によりノートを取るためにマイクロソフトワード（商
標）をコンポージングアプリケーションとして使用される、本発明の一実施形態を説明す
る。本実施形態は、請求項に記載した本発明の範囲を限定することを意図したものではな
い。本発明の教示は、他のコンポージングアプリケーションとともに使用することもでき
る。
【００５６】
　本実施形態において、本発明のノート取り機能を提供し、マイクロソフトワード（商標
）のいかなる標準的パッケージ内でも動作するコードモジュールがノート取りデバイス１
０８に提供される。これらのコードモジュールとフォームは、ワードテンプレートファイ
ルとして、他のレイアウトおよびフォーマティングガイドラインと共に保存され配布され
てもよい。これらのモジュールはメニューインターフェイスをマイクロソフトワード（商
標）内に示させ、ユーザが記録された情報の要求を構成可能とする。例えば、ユーザはプ
レゼンテーション中にユーザのノートに組み込まれるべきスライド、オーディオセグメン
ト、ビデオクリップ等を特定することができる。そのモジュールは、ユーザのノートに記
録された情報の一部を挿入するためのユーザ情報要求を支援するのに必要な機能を提供す
る。一実施形態において、ノート取りデバイス１０８上で動作するモジュールは、ビジュ
アルベーシック・フォー・アプリケーション（ＶＢＡ）を用いて実装されてもよい。
【００５７】
　上で説明したように、本発明の教示によるノート取り機能を実装するモジュールは、ワ
ードのテンプレートファイルとして配布されてもよい。このテンプレートで開いた文書は
いずれも本発明のノート取り機能を有する。例えば、マイクロソフトワード（商標）を用
いてノートを取るため新しい文書を開くとき、ユーザは本発明の機能を提供するテンプレ
ートを選択してその文書を開くことができる。図３に示したように、テンプレートのリス
ト３００がユーザに表示され、本発明の教示によるノート取り機能を提供するテンプレー
ト３０２（「mrCapture.dot」テンプレート）をそのユーザは選択することができる。
【００５８】
　マイクロソフトワード（商標）の文書が「mrCapture.dot」を用いて開かれると、マイ
クロソフトワード（商標）ツールバーにノート文書に挿入されるべき情報を特定するため
のオプションを提供する新しいメニューバーが加えられる。図４は、本発明の一実施形態
による、ノート文書に記録された情報の一部を挿入するユーザ選択可能オプションを有す
るメニューバー４０２を示すマイクロソフトワード（商標）ツールバーのセクションを示
す。図４に示した実施形態において、メニューバー４０２は、ボタン（「挿入」）４０４
、ボタン（「カレンダー」）４０６、「スライド」トグル４０８、「オーディオ」トグル
４１０、および「ビデオ」ボタン４１２等の数個のボタンとトグルを有している。ユーザ
は「スライド」トグル４０８を選択して、現在表示されているスライドをユーザのノート
文書に挿入すべきことを示すことができる。「スライド」トグル４０８がクリックされた
ときのノート文書内のカーソル位置は、そのスライドが挿入されるべき文書中の位置を示
す。同様に、ユーザは「オーディオ」トグル４１０を設定して、オーディオセグメントを
挿入すべきことを示すことができる。ユーザは、「オーディオ」トグル４１０に関連する
プルダウンメニュー４１４を用いて、挿入すべきオーディオクリップの長さを設定するこ
ともできる。ユーザが「挿入」ボタン４０４をクリックしたとき、特定された情報がカー
ソルの位置においてユーザのノート文書に挿入される。本発明の他の実施形態においては
、他のタイプの情報のボタンおよび／またはトグルを提供してもよいことは明らかであろ
う。
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【００５９】
　前に説明したように、ユーザは複数のセッションからの情報にアクセスする権限を得る
ことができ、ユーザのノートにこれらのセッションから記録情報の一部を組み込むことが
できる。図４の（「カレンダー」）ボタン４０６を選択することにより、本発明の一実施
形態による、ユーザが情報にアクセスする権限を有する他の様々なセッションに関する情
報を表示する、図５に示したようにダイアローグボックス５００が表示される。カレンダ
ーインターフェイスが図５には示されている。ユーザは、そのカレンダーインターフェイ
スから日付の範囲を選択することができる。図５に示したように、ユーザは2002年10月6
日から10月11日までの範囲を選択している。選択された日付の範囲内のユーザがアクセス
する権限を有するセッションのリスト５０２が表示される。各セッションについて、その
セッションに含まれる記録の開示時刻、セッション情報の長さ、セッション情報に含まれ
るスライドの数を含むサマリー情報が表示される。
【００６０】
　プレゼンテーションに参加してノートを取りながら、ユーザは、権限を与えられている
他のセッションとして記憶されている他のプレゼンテーションから、記録情報の一部をユ
ーザのノートに挿入すべきことを指定することができる。ユーザは、情報を挿入されるべ
き特定のセッションを指定することができる。例えば、図５において、ユーザはリスト５
０２に表示されたセッションの１つを選択することができる。その後、挿入すべき情報の
一部を指定することができる。例えば、挿入すべきスライド番号を指定することができる
。
【００６１】
　ユーザにより使用されるノート取りデバイスがそのユーザが選択したセッションの記録
情報にアクセス可能であるとき、そのセッションから記録された情報はノート取りデバイ
ス１０８上に表示され、ユーザはノートに挿入すべき情報を選択することができる。選択
されたセッションの記録された情報は、プレゼンテーションサーバ１０４により記憶され
、サーバ１０４を介してノート取りデバイス１０８にアクセス可能となる。一部の実施形
態においては、ユーザに権限が与えられたセッションの記録された情報は、そのユーザの
ノート取りデバイスにダウンロードして、そのメモリにキャッシュすることができる。本
発明の一実施形態において、ユーザがログインし、現在のプレゼンテーションについて記
録された情報にアクセスする権限を得たとき、ダウンロードが実行されてもよい。
【００６２】
　図６は、本発明の一実施形態による、情報がユーザのノート取りデバイスにアクセス可
能であるとき、ユーザが以前に記録された全セッション情報をブラウズ可能とするユーザ
インターフェイスを示す。図５に示すユーザインターフェイスを用いてユーザがセッショ
ンを一旦選択すると、ユーザは「スライド」タブ５０４を選択して、選択されたセッショ
ンについて記録されたスライドを表示する、図６に示したユーザインターフェイスを表示
することができる。図示したように、記録されたスライドがウィンドウ６０２に表示され
る。ユーザはスライダ６０４を用いて全スライドをブラウズすることができ、または進む
／戻るボタン６０６を用いてスライドを１つずつ見ることができる。数個のコントロール
ボタン６０８がスライドやオーディオセグメントをユーザのノートに挿入するために設け
られている。コントロール６１０も、セッションに記憶された記録された情報を再生する
ために設けられている。スライドカウンター６１２も表示される。
【００６３】
　ノート取りデバイスが、プレゼンテーションサーバ１０４を介して、またはノート取り
デバイス自体にキャッシュされていて、選択されたスライドの情報にアクセス可能である
とき、選択されたスライドの要求がすぐに処理され、要求されたデータがユーザのノート
文書に挿入される。要求された情報がアクセス可能でなければ、上で説明したように、そ
の情報要求はノート文書にキャッシュされ、後でその要求された情報がアクセス可能とな
ったときに処理される。
【００６４】
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　上で説明したように、図５と６に示し上で説明したユーザインターフェイスにより、ユ
ーザは、アクセスする権限を与えられている以前記録されたセッションからユーザのノー
トに挿入すべき情報を特定することができる。ユーザインターフェイスを用いて、ユーザ
は現在出席していて、カレントセッションの一部として記憶されているプレゼンテーショ
ン中に、以前表示された情報を見て選択することができる。例えば、図６に示したインタ
ーフェイスを用いて、出席しているプレゼンテーションですでに表示されたスライドを戻
って、ユーザのノートに挿入するスライドを選択することができる。プレゼンテーション
中に新しいスライドが表示されるにつれ、スライドカウンター６１２が更新され新しいス
ライドが含まれる。
【００６５】
　図７Ａは、本発明の一実施形態による、ノートと取るためのオプションを提供するよう
に構成されたマイクロソフトワード（商標）インターフェイス７００を示す。インターフ
ェイス７００はユーザのノート文書のセクション７０２を表示している。図示したように
、まだ処理されておらず、ノート文書に記憶またはキャッシュされた情報要求に対応する
ビジブルマーカ７０４がノート文書に表示されている。ビジブルマーカ７０４は、キャッ
シュされた情報要求により要求された情報が挿入されるべき位置に置かれる。ビジブルマ
ーカ７０４は、要求された情報のコンテクストを、例えば「mrRequest1: To be inserted
 slide4 from 13-09-23 10/10/02（2002年10月10日13時09分23秒からスライド４を挿入す
る）」のように提供する。ユーザはダイアローグウィンドウ７０６で挿入すべき情報を要
求していてもよい（図６に示し上で説明したユーザインターフェイスと同様である）。情
報要求は要求が処理可能となるまで、すなわちその要求により要求された情報にアクセス
し、ノート文書に挿入可能となるまでノート文書に記憶される。
【００６６】
　図７Ｂは、本発明の一実施形態によりキャッシュされた情報要求が処理される、図７Ａ
のノート文書を示す図である。図示したように、キャッシュされた情報要求に対応するス
ライド７０８が、ノート文書に、特定された位置において挿入されている。したがって、
ビジブルマーカ７０４は自動的に削除され、要求されたスライド７０８と置き換わってい
る。アイコン７１０により示されたように、挿入されたスライドと関連するオーディオ情
報もノート文書に挿入されている。ユーザはアイコン７１０をクリックまたは選択するこ
とによりそのオーディオセグメントを再生することができる。
【００６７】
　上で説明したように、ユーザのノートに記録された情報の一部を挿入するユーザの情報
要求を支援するために必要な機能を提供するコードモジュールは、マイクロソフトオフィ
ススイート（商標）の一部として標準的にサポートされているビジュアルベーシック・フ
ォー・アプリケーション（ＢＶＡ）で実装されてもよい。数個のコードモジュールが提供
されてもよい。例えば、スライド挿入、オーディオセグメント挿入等のユーザ情報要求を
支援するために必要な機能を提供する「ユーザ要求モジュール」が提供されてもよい。そ
の「ユーザ要求モジュール」は、ワード文書オブジェクト、ユーザ要求オブジェクト、プ
レゼンテーションまたは要求オブジェクトを含む異なるタイプのオブジェクトとインター
ラクションしてもよい。
【００６８】
　本発明の一実施形態によると、ユーザ要求オブジェクトはクラスオブジェクトであって
、ユーザ情報要求（例えば、図５と６において示したインターフェイスを用いて作成され
た要求）を生成し、要求された情報を取得してその情報をノート文書に挿入するユーザ情
報要求を処理し、その要求が処理不能なときはキャッシングし、モジュールが起動された
ときにキャッシュされた要求をロードするものである。セッションオブジェクトはプレゼ
ンテーション（またはセッション）に関する情報を有する。そのセッションオブジェクト
は、情報要求のクエリを構成し、そのクエリをプレゼンテーションサーバ１０４と通信し
、そのプレゼンテーションサーバ１０４から要求された情報を受信し、ノート取りデバイ
ス上にキャッシュされたセッションを管理し、ログインキーを処理するように構成されて
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いる。ワードオブジェクトは、文書要素を操作するために提供されているマイクロソフト
オフィスオブジェクトモデルの一部である。
【００６９】
　図８は、本発明の一実施形態による処理を実行するために用いることができるノート取
りデバイス１０８を示す簡略化されたブロック図である。図８に示したように、ノート取
りデバイス１０８は、少なくとも１つのプロセッサ８０２を含む。そのプロセッサ８０２
は、バスサブシステム８０４を介して、多数の周辺デバイスと通信する。周辺デバイスに
は、メモリサブシステム８０８とファイル記憶サブシステム８１０とを有する記憶サブシ
ステム８０６、ユーザインターフェイス入力デバイス８１２、ユーザインターフェイス出
力デバイス８１４、ネットワークインターフェイスサブシステム８１６等が含まれてもよ
い。入力および出力デバイスにより、ユーザはデータ処理システム８０２とインターラク
ションすることができる。
【００７０】
　ネットワークインターフェイスサブシステム８１６は、プレゼンテーションサーバ１０
４や授権デバイス１１６等の他のコンピュータシステムとのインターフェイスを提供する
。ネットワークは、インターネット、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、ワイドエ
リアネットワーク（ＷＡＮ）、ワイヤレスネットワーク、イントラネット、プライベート
ネットワーク、パブリックネットワーク等、好適な通信ネットワークであればいずれでも
よい。ネットワークインターフェイスサブシステム８１６は、他のソースからデータを受
信し、ノート取りデバイス１０８から他のソースへデータを送信するインターフェイスと
して機能する。例えば、ノート取りデバイス１０８は、ネットワークインターフェイスサ
ブシステム８１６を介して、プレゼンテーションサーバ１０４に情報要求を送信し、その
プレゼンテーションサーバ１０４から要求情報を受信してもよい。ネットワークインター
フェイスサブシステム８１６の実施形態には、イーサネット（登録商標）カード、モデム
（電話、衛星、ケーブル、ＩＳＤＮ等）、（非同期）デジタルサブスクライバライン（Ｄ
ＳＬ）ユニット等が含まれる。
【００７１】
　ユーザインターフェイス入力デバイス８１２は、キーボード、マウス、トラックボール
、タッチパッド、グラフィックタブレット等のポインティングデバイス、スキャナ、バー
コードスキャナ、ディスプレイに組み込まれたタッチスクリーン、音声認識システム、マ
イクロホン等のオーディオ入力デバイス、その他の好適な入力デバイスを含んでもよい。
一般に、「入力デバイス」といったときは、ノート取りデバイス１０８に情報を入力する
ためのいかなるタイプのデバイスや方法を含むことが意図されている。ユーザはユーザ入
力デバイス８１２を用いてノートを取ることができる。
【００７２】
　ユーザインターフェイス出力デバイス８１４は、ディスプレイシステム、プリンター、
ファックス機、オーディオ出力デバイス等の非視覚的ディスプレイ等を含んでもよい。デ
ィスプレイサブシステムは、ブラウン管（ＣＲＴ）、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）等のフ
ラットパネルデバイス、プロジェクションデバイス等であってもよい。一般に、「出力デ
バイス」と言ったときには、ノート取りデバイス１０８から情報を出力するいかなるタイ
プのデバイスおよび方法をも含むことが意図されている。
【００７３】
　記憶サブシステム８０６は、本発明の機能を提供する基本的なプログラムとデータの構
成とモジュール等を記憶するように構成されている。例えば、授権モジュール１１８等の
ソフトウェアモジュールは、記憶サブシステム８０６に記憶されてもよい。これらのソフ
トウェアモジュールはプロセッサ８０２により実行されてもよい。記憶サブシステム８０
６は、本発明により用いられるデータを記憶するリポジトリを提供してもよい。例えば、
ノート文書、キャッシュされたセッション情報等を記憶サブシステム８０６に記憶するこ
とができる。記憶サブシステム８０６は、メモリサブシステム８０８とファイル／ディス
ク記憶サブシステム８１０を有してもよい。
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【００７４】
　メモリサブシステム８０８は多数のメモリを含んでもよい。そのメモリには、プログラ
ム実行中に命令やデータを記憶するランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）８１８や、固定さ
れた命令が記憶されるリードオンリーメモリ（ＲＯＭ）８２０が含まれる。ファイル記憶
サブシステム８１０は、プログラムやデータファイルの永続的な（不揮発性の）記憶を提
供し、ハードディスクドライブ、フロッピィディスクドライブ、コンパクトディスクリー
ドオンリメモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）ドライブ、光ディスクドライブ、その他の関連するリム
ーバブルメディア等を含む。
【００７５】
　バスサブシステム８０４は、ノート取りデバイス１０８の様々な部品やサブシステムを
相互に通信可能とするメカニズムを提供することを意図したものである。バスサブシステ
ム８０４は、単一のバスとして概略的に示されているが、別の実施形態にあっては複数の
バスが用いられてもよい。
【００７６】
　前に記載したように、ノート取りデバイス１０８は、パーソナルコンピュータ、ポータ
ブルコンピュータ、ラップトップ、キオスク端末、ＰＤＡ、タブレットＰＣ等、様々なタ
イプのデバイスであってもよい。図８に示したノート取りデバイス１０８の説明は、実施
例を示したものに過ぎない。図８に示したシステムより構成要素が多いものであっても少
ないものであってよく、他に多くの構成が可能である。
【００７７】
　本発明の具体的な実施形態を説明したが、様々な変更、代替、別の構成、均等物当も本
発明の範囲に含まれる。本発明は、一定の特定されたデータ処理環境内のみで動作するよ
うに限定されたものではなく、複数のデータ処理環境において運用されてもよい。また、
具体的な一連の手続きやステップを用いて本発明を説明したが、本発明の範囲が説明した
一連の手続きやステップに限定されないことは、当業者には明らかであろう。
【００７８】
　さらに、ハードウェアとソフトウェアの具体的組み合わせを用いて本発明を説明したが
、ハードウェアとソフトウェアの他の組み合わせも本発明の範囲に入ることを理解すべき
である。本発明はハードウェアのみ、ソフトウェアのみ、または両者の組み合わせを用い
て実施することができる。
【００７９】
　したがって、本明細書と図面は、本発明を限定するものではなく、例示するものである
と考えるべきである。しかし、特許請求の範囲に記載した本発明のより広い精神と範囲か
ら逸脱することなく、付加、削除、転換、変更をすることができることは明らかであろう
。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明の一実施形態を組み込むことができるシステムを示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態による、ユーザのノート文書に記録情報を挿入する要求を処
理する方法を示すフローチャートである。
【図３】本発明の一実施形態による、ノート取り機能を提供するテンプレートを含むテン
プレートリストを示す図である。
【図４】本発明の一実施形態による、記録情報の一部をノート文書に挿入するユーザ選択
オプションを有するメニューバーを示すマイクロソフトワード（商標）ツールバーの一部
を示す図である。
【図５】本発明の一実施形態による、ユーザが情報にアクセスする権限を与えられている
セッションに関する情報を表示するユーザインターフェイスを示す図である。
【図６】本発明の一実施形態による、情報がユーザのノート取りデバイスにアクセス可能
なときに、以前記録されたセッション情報をユーザがブラウズ可能とするユーザインター
フェイスを示す図である。
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【図７Ａ】本発明の一実施形態による、ノートを取るためのオプションを提供するように
構成された、キャッシュされた要求とともにノート文書を表示するマイクロソフトワード
（商標）インターフェイス７００を示す図である。
【図７Ｂ】本発明の一実施形態による、キャッシュされた情報要求が処理された図７Ａに
示したノート文書を示す図である。
【図８】本発明の一実施形態による処理を実行するために使用可能なノート取りデバイス
１０８を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００８１】
１００　システム
１０２　捕捉デバイス
１０４　プレゼンテーションサーバ
１０６　セッション＃１情報
１０８　ノート取りデバイス
１１０　コンポージングアプリケーション
１１２　ノート文書
１１６　授権デバイス
８０２　プロセッサ
８０４　バスサブシステム
８０６　記憶サブシステム
８０８　メモリサブシステム
８１０　ファイル記憶サブシステム
８１２　ユーザインターフェイス入力デバイス
８１４　ユーザインターフェイス出力デバイス
８１６　ネットワークインターフェイス
８１８　RAM
８２０　ROM
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